
様式第14（第37条第3号関係）（平17財文科厚労農水経産環省令2・全改）※Livingmodifiedorganisms（遺伝子組換え生物等であること）※※Theidentityandrelevanttraitsand／orcharacteristics,anyrequirementsforthesafehandling,storage,transportanduse（その識別についての情報及び関連する形質又は特性、安全な取扱い、保管、輸送及び利用に関する要件）Thecontactpointforfurtherinformation（追加的な情報のための連絡先）Name,addressandcontactdetailsoftheexporter（輸出者の氏名又は名称、住所又は所在地及び連絡先についての詳細）Name（氏名又は名称）Address（住所又は所在地）Tel,telexorfaxnumber（電話、テレックス又はファクシミリの番号）Contactperson（連絡責任者）Name,addressandcontactdetailsoftheimporter（輸入者の氏名又は名称、住所又は所在地及び連絡先についての詳細）Name（氏名又は名称）Address（住所又は所在地）Tel,telexorfaxnumber（電話、テレックス又はファクシミリの番号）Contactperson（連絡責任者）IcertifythatthemovementisinconformitywiththerequirementsofCartagenaProtocolonbiosafetytotheConventiononBiologicalDiversity.（これらの遺伝子組換え生物等の輸出が生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書の規定に従って行われるものであることを証明します。）Name（氏名又は名称）／Signature（署名）Date（日付）：／／注1．※の欄には、遺伝子組換え生物等の名称を括弧書で記入すること。また、経済協力開発機構（OECD）において商業化段階にある遺伝子組換え植物に適用されるものとして開発された識別記号等の国際的な識別記号が付されているものにあっては、その記号を括弧内に記入すること。2．※※の欄には、輸出しようとしている遺伝子組換え生物等が、危険物輸送に関する国連勧告、国際植物防疫条約又は国際獣疫事務局における国際家畜衛生規約において措置が求められているものである場合には、これらの勧告等における区分又は措置の内容を記入すること。これらの措置が求められていない場合には、その旨記入すること。3．書類の記入については、署名以外は、英文のタイプ印書又はブロック体の大文字のペン書きとすること。記入内容を消したり、修正液等を上に塗ったり、訂正してはならないこと。また、署名は、如何なる方法にても複製はしないこと。4．日付は6桁の形式で示すこと。例えば、2003年10月1日は「01／10／03」と記入する。



 


